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【足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」】会議録 
会 議 名 足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」  

（令和２年度第２回） 

事 務 局 子ども家庭部 子ども政策課 

開催年月日 令和２年１２月１１日（金） 

開 催 時 間 午後２時～午後３時１０分 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

出 席 者 

 （計２４名） 

 

（部会員）齊藤多江子、野辺陽子、片野和恵、野尻和良、川下勝利、古庄

宏吉、古性 力、加藤真砂美、大高秀明、鳥山高章、 

秋生修一郎、松野美幸、川口真澄 

（特別部会員（意見表明者））小谷博子、中嶋篤子、高祖常子、三浦昌恵、

小田恵美子、首藤広行 

（事務局）子ども政策課長 菊地 崇 

（関連部署） 

子ども施設入園課長 安部嘉昭、こども支援センターげんき所長 上

遠野葉子、子どもの貧困対策担当課長 田口仁美、保健予防課長 山杉正

治 （敬称略） 

欠 席 者 （特別部会員）廣島清次、飯田今日子、中台恭子 （敬称略） 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

 

議事内容（議事要点・決定事項・調査事項・問題点・特記事項・次回予

定・その他） 

１ 審議・調査事項 

(1) 家庭的保育事業の認可手続き及び利用定員の確認について 

＜子ども施設入園課＞ 

 

２ 報告事項 

(1) 青少年実態調査の実施について 

＜子どもの貧困対策担当課＞ 

 

 

３ 情報連絡事項 

(1) 令和３年４月入所に向けた保育施設利用申込の受付について 

＜子ども施設入園課＞ 
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(2) 「足立区学童保育室整備計画」の見直しについて 

 ＜住区推進課＞ 

(3) 学童保育室の令和３年４月入室に向けた申請受付について 

＜住区推進課＞ 

(4) 民設学童保育室の新設について 

＜住区推進課＞ 

(5) 「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給について 

＜親子支援課＞ 

(6) 児童扶養手当と障害年金の併給調整の制度改正について 

＜親子支援課＞ 

 

そ の 他 
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（審議経過） 

菊地子ども政策課長 

 それでは、定刻になりましたので、始めさ

せていただきます。 

 本日は、お忙しい中、足立区地域保健福祉

推進協議会「子ども支援専門部会」にご出席

いただきまして、ありがとうございます。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただ

きます、子ども政策課長の菊地と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 前回に引き続き、本日も区の新型コロナウ

イルス感染症拡大防止ガイドラインに基づ

きまして、参加者の皆様には会場でのマスク

着用をお願いしております。また、対策とし

て座席間の間隔を設けておりますので、ご不

便をおかけいたしますが、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

 それでは、資料の確認をさせていただきま

す。 

 本日の資料は、事前に郵送させていただい

ておりますが、お持ちでしょうか。お持ちで

ない場合は事務局までお申出ください。 

 よろしいでしょうか。 

 また、本日、机上に配付させていただいた

資料は全部で２点です。 

 １点目が、子ども支援専門部会委員名簿、

２点目が、委員からいただいた事前質問に対

する回答について、こちら２種類となってお

ります。 

 以上が本日の資料でございます。不足等は

ございませんでしょうか。 

 続きまして、前回委員紹介をさせていただ

きましたが、ご欠席でいらっしゃいました委

員を改めてご紹介させていただきたいと思

います。 

 恐縮でございますが、名簿順にお名前をお

呼びいたしますので、その場でご起立をお願

いいたします。 

 まず、部会長となります日本体育大学より

齊藤多江子様です。 

 

齊藤委員 

 よろしくお願いします。 

 

菊地子ども政策課長 

 続きまして、足立区住区センター連絡協議

会より、野尻和良様です。 

 

野尻委員 

 野尻でございます。 

 

菊地子ども政策課長 

 特別部会員として、子育て当事者の小田

恵美子様です。 

 

小田委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

菊地子ども政策課長 

 最後に、部会員の区職員となります待機児

対策室長、川口真澄でございます。 

 

川口委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

菊地子ども政策課長 

 改めまして、よろしくお願いいたします。 

 議事に入ります前に、進行上ご協力いただ

きたいことがございます。 

 本日の開催に当たって、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、区のガイドライン

に基づきまして、会場定員の５割を制限とし

て参加をしていただいております。そのため、

本日は、通常の体制から変更して、部会員、

特別部会員以外の参加は、原則案件の説明者

のみとさせていただくことにいたしました。 

様式第２号（第３条関係） 
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 情報連絡事項に関する案件の担当管理職

は不在となりますので、いただいたご質問の

内容によっては後日の対応となりますこと

をご了承ください。 

 それでは、ただいまより「子ども支援専門

部会」を開催いたします。 

 この専門部会は、足立区地域保健福祉推進

協議会「子ども支援専門部会」設置要綱第５

条第１項により、過半数の出席により成立い

たします。 

 現在、過半数に達しておりますので、会議

は成立しております。 

 また、本日の会議は「足立区地域保健福祉

推進協議会公開要綱」に準じて、傍聴席をご

用意しております。 

 会議中は録音、写真、ビデオ撮影等は禁止

となっておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 議事の円滑な進行に何とぞご協力をお願

いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 ご発言いただく場合は、お手数ですが、お

手元のマイクのボタンを押していただき、お

名前をおっしゃっていただいてからお話し

ください。お話が終わりましたら、再びボタ

ンを押していただければと思います。 

 それでは、齊藤部会長、議事の進行をよろ

しくお願いいたします。 

 

齊藤部会長 

 本日の案件は、審議・調査事項が１件、報

告事項が１件、情報連絡事項が６件となって

おります。 

 本日の会議終了時刻は、１５時を予定して

おります。 

 各項目のご審議に当たりまして、委員の皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 議事の進行につきましては、従来どおり、

審議・調査事項と報告事項のみ事務局より説

明いただきます。情報連絡事項は、事前にご

覧いただいていることを前提に、説明は割愛

させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、各案件に対する事前質問への回答は、

その都度ご説明いただきます。 

 まずは審議・調査事項（１）家庭的保育事

業の認可手続き及び利用定員の確認につい

て、安部子ども施設入園課長より説明をお願

いいたします。 

 

安部子ども施設入園課長 

 子ども施設入園課長の安部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

 資料の１ページ目をご覧いただけますで

しょうか。 

 件名につきましては、家庭的保育事業の認

可手続き及び利用定員の確認についてでご

ざいます。 

 当課で所管しております家庭的保育事業、

いわゆる保育ママの認可手続きなどをする

に当たりまして、児童福祉法、子ども・子育

て支援法に基づき本案を提出させていただ

くものでございます。 

 認可をする理由については２点ございま

す。 

 まず、１点目でございます。 

 １の(１)のアをご覧ください。 

 保育ママの認可要件といたしまして、給食

提供が必須となってございますが、平成２８

年度から事業を開始した保育ママにつきま

しては、現在、給食が提供できなくても認定

保育ママとして事業を実施していただいて

おります。このたび、認定保育ママのうち、

３事業者で給食提供の準備が整いましたの

で、認可の手続を行いたいと考えております。 
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 ２点目でございます。 

 １の(１)のイをご覧ください。 

 保育ママにつきましては、定年を設定して

おりますが、近年中に定年等を理由に、当該

保育ママに従事している保育補助者に事業

を継がせたいという意向がございましたの

で、本年度から事業の引継ぎを開始いたしま

した。このたび２事業者で事業の継承の準備

が整いまして、事業の継承に当たりましては、

事業を引き継ぐ当人に対して改めて認可を

する必要がございますので、認可手続きを併

せて行いたいと考えております。 

 １ページめくっていただいて、２ページ目

をご覧ください。 

 事業の継承に当たりましては、ここの審査

項目にございます４項目について選定審査

会において審査を行っております。総合評価

は記載のとおりで、２人とも基準を満たして

おります。 

 なお、吉田由紀子さんにつきましては、平

成２７年度に、ここにございます審査項目と

同様の内容で既に保育ママとしての審査を

受けており、既に保育ママとして認定されて

おりますので、一部の審査を除外しておりま

す。 

 続きまして、３ページをご覧ください。 

 今回認可手続きの対象となっている保育

ママの一覧でございます。所在地、定員、保

育室の面積等は記載のとおりでございます。 

 １ページ目にお戻りいただけますでしょ

うか。 

 １の(３)をご覧ください。 

 認可の年月日についてでございますが、認

定保育ママの認可につきましては、令和３年

１月１日、事業継承者につきましては、令和

３年４月１日としております。 

 私からの説明は以上でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この案件について、ご意見等ご

ざいますでしょうか。 

 いかがですか、ご質問でももちろん構いま

せんけれども。 

 中嶋委員、お願いします。 

 

中嶋委員 

 教えていただきたいのですが、今年度の保

育ママさんの定数の空きはどれくらいある

のでしょうか。 

 

安部子ども施設入園課長 

 定数の空きでございますが、今年度４月の

時点で約１８０、入所率にすると６２．４％

でございます。１１月の時点で約１００で、

入所率にすると７６．４％となっております。 

 

中嶋委員 

 ７６．４％ということは、まだ２５％近く

あるという中で、さらに増やしていくという

方針はどういう根拠というか、意図があるの

でしょうか。 

 

安部子ども施設入園課長 

 現在、保育ママにつきましては、区内全体

で１３０名程度おりますが、その中で定年等

でお辞めになられる方から、そのまま終わっ

てしまうのではなくて、保育補助者の方にそ

の事業を継承したいというご相談をいただ

きましたので、それに対応させていただくも

のでございます。 

 純粋な、いわゆる本当の新規での募集とい

うのはここ数年いたしておりませんで、引き

続き待機児童の状況等を見ながら決める形

になりますが、中嶋委員がおっしゃるとおり、

入所率の空きもまだございますので、今のと
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ころ新規でやるという予定はございません。 

 

中嶋委員 

 ありがとうございます。 

 

齊藤部会長 

 では、ほかにいかがでしょうか。 

 高祖委員、お願いします。 

 

高祖委員 

 今のに関連して、新規募集の予定はないと

いうことだったのですけれども、地域によっ

て子どもが多いところもあると思うのです

が、そこも含めてある程度充足されていると

いう理解でよろしいですか。 

 

安部子ども施設入園課長 

 委員おっしゃるとおり、やはり今でもある

程度のミスマッチがあるところだと感じて

います。ただ、それを細かい地域でやってい

けるのがこの保育ママだと思っていまして、

今現在１３０あるということで、このままこ

れについては続けていきたいと考えており

ます。 

 今おっしゃったそこの地域的なミスマッ

チというのは既に区でも見させていただい

て、必要に応じて対応をとっていきたいと考

えております。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 特にございませんか。 

 なければ、本案のとおり進めていくという

ことでご異議ありませんでしょうか。 

 

 （発言する者なし） 

 

 

齊藤部会長 

 異議なしということで決めさせていただ

きます。 

 続きまして、報告事項に入ります。 

 報告事項(１)青少年実態調査の実施につ

いて、田口子どもの貧困対策担当課長より説

明をお願いいたします。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 子どもの貧困対策担当課長の田口でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 着座にてご説明をさせていただきます。 

 ４ページ目をご覧ください。 

 青少年実態調査の実施についてでござい

ます。 

 中学校を卒業後の青少年の実態と課題の

解決、支援の在り方を検討するため実態調査

を実施するものでございます。 

 足立区では、全ての子どもたちの現在及び

将来が生まれ育つ環境に左右されることな

く、子ども一人ひとりが夢や希望を持てる地

域社会の実現を目指し取組を進めてまいり

ました。 

 一方、中学校を卒業後の若年者の子どもは

区ではなかなか把握することが難しく、特に

高校等の中退者や若年者への支援が課題と

なってきております。課題を把握することで

適切な支援の在り方を検討するための基礎

データを得ることを目的とさせていただき

ます。 

 ２番の調査対象でございますが、１５歳か

ら１６歳の区民及びその保護者、３番、対象

者の抽出といたしましては住民基本台帳か

ら無作為に抽出いたします。 

 ４、対象者数は１，０００組といたしまし

て、保護者とそのお子さんになりますので、

約２，０００人を対象といたします。 

 調査方法は、郵送で配布、回答につきまし
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ては、郵送とウェブ回答方法をとらせていた

だきます。 

 調査の時期でございますが、令和３年７月、

７番の謝礼でございますが、回答者に 

１，０００円のクオカードを郵送でお送りさ

せていただきます。 

 ８番の調査票につきましては、資料をつけ

させていただいておりますので、よろしくお

願いします。 

 また、今回質問もきておりますので、その

回答を、よろしいでしょうか。 

 

齊藤部会長 

 はい。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 今回、中台委員から、調査の質問シート、

お子さんたちの回答が把握できるから、保護

者の方に回答されてしまったり、また、内容

等を修正される可能性があるのではないか

というご指摘と、また、ウェブでの回答なん

ですけれども、どのような工夫をしたのかと

いうご質問がございました。 

 委員のご指摘については、区といたしまし

ても十分認識しております。今回の調査は区

として初めての取組でありまして、今回の実

施につきましては、子どもの生活実態調査を

参考に制度設計をいたしました。この調査で

は、自宅でおのおのが調査票に記入し、封印

封入の上、担当に提出する仕組みとなってお

りますが、これまで保護者が回答に関与して

いるようなものは確認されておりません。し

かしながら、委員のご指摘の点につきまして

は、調査票の回収時に開封された形跡等の有

無や、対象者からのご意見などを検証し、次

回以降に参考にしていきたいと考えており

ます。 

 また、ウェブ回答の回答率向上につきまし

ては、回答対象年齢がスマートフォンなどの

操作に習熟していることから、この回答方法

を採用しております。 

 依頼文に表示したＱＲコードを読み取る

ことで簡単にアンケートフォームにアクセ

スでき、回答できることを周知し、若年者の

貴重な意見を収集できるよう努めてまいり

ます。 

 さらに、今回の調査全体の回答率向上のた

め、お礼としまして、回答者お一人おひとり

に１，０００円のクオカードをお送りするこ

とをＰＲして、回答率向上にもつなげてまい

ります。 

 以上でございます。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、報告事項の説明をいただきまし

たので、報告事項と情報連絡事項を併せて質

疑応答を行います。 

 事務局より連絡がありましたとおり、情報

連絡事項に関する案件の担当管理職は、基本

的に不在となりますので、いただいた質問の

内容によっては、後日の対応となるというこ

とです。 

 それでは、ご意見、ご質問いかがでしょう

か。 

 小谷委員。 

 

小谷委員 

 こちらの保護者用の質問旨のところに個

別ヒアリング及び大学へのデータ提供とい

うところで、大学というふうに出てくるので

すけれども、これはどういう形で提供という

か、既に研究調査としてやられているものな

んですよね。例えば今までの朝食を食べたり、

ありますね、調査は東京医科歯科大学と共同

でされていたと思うんですけれども、今回改
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めてという感じなのですか。どのような形な

のか、教えてください。例えば私みたいに足

立区にある大学に情報をいただけるのかと

いうところを教えていただきたいです。 

 あと一緒に２つ目の質問もさせていただ

くと、ちょうど１５から１６歳の区民という

ことなんですけれども、これは何パーセント

くらいに当たるのでしょうか。 

 ２つお願いいたします。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 今回、大学等の連携と書いてございますが、

子どもの貧困対策につきまして、計画が始ま

りましたときから大阪大学の先生にご指導

等いただいておりましたので、今回そちらに

総数等の把握をさせていただく予定でござ

います。 

 また、年齢等につきましては、１年生を対

象としておりますので、大きく分けますと、

３学年のうちの３０％、高校生のうちの 

３０％程度ということになります。 

 

小谷委員 

 区民の。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 ごめんなさい、ちょっと全体の把握は…… 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 補足させていただきます。子どもの貧困対

策担当部長です。 

 子どもの数ですけれども、１学年当たり大

体５，０００人おりますので、そのうちの 

１，０００人ですから、５分の１という形に

なります。 

  

小谷委員 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 古庄委員。 

 

古庄委員 

 今の青少年実態調査の実施についてです

けれども、これは１５歳から１６歳と書いて

ありますけれども、高校１年生に当たる年齢

の方ということですか。 

 

鳥山子ども貧困担当対策部長 

おっしゃるとおりでございます。高校１年

生を今回は対象として実施いたします。 

 

古庄委員 

 学校に提出すると書いてありますが、学校

へ行ってない方はどうするんですか。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 提出方法につきましては返信用の封筒を

同封させていただきますのと、ウェブでの回

答ということになります。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 送付先は、返送先は私どもの課のほうにな

っております。 

 

齊藤部会長 

 小谷委員。 

 

小谷委員 

 質問の中を見ると、割と学校中退ですか、

辞めてしまったみたいなことが書いてある

んですけれども、高校１年生だとまだ辞める

か辞めないか迷っている子が多いのではな

いかなという気がいたしました。私なんかは

大学にいると、大体高校２年生くらいでつま
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ずいていたりとか、それで通信制に変わりま

したとか、１年生を終えた段階で進級を考え

て、やはり辞めますというケースが多いので、

１月にすると多分退学者はあまり出ないん

じゃないかというところが感じられて、逆に

なぜ１年生に絞ったのか、１、２、３にしな

かったとか、年齢を広げなかったというか、

逆に１５歳から１６歳に絞った理由を教え

ていただきたいなと思います。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 今のご質問でございますけれども、東京都

が平成２５年だったと思いますが、その辺に

実施した調査ですとか、今年度区内にありま

す都立高校９校にヒアリングを行ってまい

りました。その中で見ていきますと、退学す

る学年が一番多いのが１年生、それから夏休

み明け、１２月、３月というふうに時期的に

退学する時期があるというところを捉えま

して、今回は１年生限定でやらせていただき

ます。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 片野委員。 

 

片野委員 

 ちょっと質問を拝見させていただきまし

て、子どもの対象のほうなんですが、ヤング

ケアラーを意識した設問等がないようです

けれども、ヤングケアラーに対しての調べと

いうことは足立区はしない方針なのでしょ

うか。ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 その辺どうするかというのを検討はした

んですけれども、初めての取組であったとい

うこともあって、どこまでやるかというのも

なかなか決断できなくて、今回はこういった、

前回東京都がやっている調査ですとか、今区

がやっています子どもの健康・生活実態調査

などの質問事項を参考にしながら作りまし

たので、委員ご指摘のヤングケアラーの部分

はちょっと弱いというところになります。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 先ほどご質問のありました回答でござい

ますが、学校に提出する仕組みになっており

ますのは、子どもの健康・生活実態調査の回

答の部分になっておりまして、今回の青少年

の調査につきましては、担当課のほうに郵送

で返送になっております。 

 

齊藤部会長 

 高祖委員。 

 

高祖委員 

 子どものほうで、ちょっと細かいことなん

ですが、３ページの問１３、「学校の授業は

分からないことがありますか」というのは、

何か科目によってということもありますの

で、答えるときにちょっと迷うかなと思いま

した。 

 ４ページ目の１６のところ、さっきありま

したけれども、「退学したことはありますか」

というところも、案外、「退学を考えている」

とかという聞き方というか、選択肢がもう一

つあってもいいのかなというような気がし

ました。 

 その下の(２)、一番下ですけれども、「現

在学校に通っていますか」というところなん

ですが、フリースクールなどもこれに含まれ

てよろしいでしょうかというところですね。

ちょっと気になったのがそこです。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 
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 委員ご指摘の点につきましては今後の参

考とさせていただきます。 

 (２)につきましては、回答者の方、そうで

すね… 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 補足でございますけれども、今の１４ペー

ジの一番下の(２)のところについては、フリ

ースクールまでは想定してなかったです。今

ご指摘いただいて、そうかというように気が

ついたくらいなので、すみません、今回入れ

るかどうかは考えさせていただきたいと思

います。 

 

齊藤部会長 

 ほかには。 

 

小谷委員 

 回答するとクオカードが送られてくると

いうことが書かれていて、個人が特定されな

いように調査をするというと、クオカードを

送ってもらうのに個人情報を書くことにな

ると思うんですが、そこの辺りはどうなんで

しょうか。例えばクオカードをポイントで登

録したら、それがメールで送られてくるとか、

そういうのだと、多分個人のお宅の名前とか

は書かないと思うんですけれども、こっそり

答えたのに、郵送で自宅に送られてきて、家

族に知られて嫌な思いをしたとか、そういう

ような個人の回答をしたことで、クオカード

はうれしいけれども、それが嫌だという方も

いるというか、個人情報のところとはどうな

のか、教えていただければと思います。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 個人情報の取扱いでございますけれども、

調査票にも回答票にも一切個人情報は載せ

ないことになっています。その代わりといた

しまして、４桁の番号を質問票、回答票につ

けさせていただいていますので、その番号と

我々が持っている個人情報の名簿と突き合

わせした上で、回答いただいた方にクオカー

ドをお送りする、そういう流れになっていま

すので、途中一切、誰が書いたかということ

も分からないような形になっています。 

 

小谷委員 

 分かりました。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 高祖委員。 

 

高祖委員 

 すみません、何度も。子どものほうの質問

票の８ページの問３６のところで、生活とい

うか、親の変化を聞いているんですけれども。

両親が離婚したというのと、離婚までいかな

かったりとか、これは離婚だけでいいのかな

と思います。ネグレクトとか体罰的なことを

含めて聞いているのかなと思うんですけれ

ども。離婚までいかないで、別居的なことも、

結構子どもにとっては大きな変化かなと思

います。ちょっと気になりました。 

 以上です。 

 

齊藤部会長 

 その点に関しては大丈夫ですか。 

 

田口子どもの貧困対策担当課長 

 今後、質問内容には配慮してまいります。 

 

齊藤部会長 

 ちょっと私から確認なんですけれども、先

ほどご説明いただいた番号というのは、表紙

のところの整理番号のことですね。ここに番
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号がついているということですよね。 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 おっしゃるとおりです。 

 

齊藤部会長 

 ということは、区としては誰が何番かとい

うことを把握できているということですか。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 こちらでは名簿を持っていますので、ただ、

それがどこにもいかない、我々だけしか分か

らないという形になりますので、そういう管

理の仕方をしています。 

 

齊藤部会長 

 ということは、区としては誰が答えたかと

いうことは分かるということですね、逆にい

うと。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 逆に言えば分かります。ただ、統計調査を

するときとか、全て個人情報は外していきま

すので、個人が特定できない形で活用させて

いただくという形になります。 

 

齊藤部会長 

 ということは、親と子のリンクもできると

いうことですね。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

 できます。 

 

齊藤部会長 

 分析をするときにということですね。 

 分かりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 高祖委員。 

 

高祖委員 

 何度もすみません。今度は親のほうですけ

れども。３ページ目の問８ですが、ここの意

図についてです。選択肢の２と３は、お金が

かかっても、子どものためなら頑張れるとい

うか、しようがないよというのと、３は家計

を助けてほしいなんですけれども、何か１と

４はまたちょっと全然回答の方向が違うよ

うな気がして。これの意図というか、何か子

どもの教育費のためなら別にローンを組む

のもやむを得ないというよりも、学校へ行か

せてあげたいから、奨学金とかを探すとか、

別にローンを、自腹を切らなくてもそういう

情報を得て協力するということもあると思

うんです。だからここの質問の立て方がどう

いう意図で整理されているのかなというの

がちょっと気になりました。 

 あと５ページ目のさっきのところとも関

連するんですけれども、問１１のところは、

でも学校の種類というところで、ここはフリ

ースクールとかだったら、その際に書けばい

いということですかね。 

 

鳥山子どもの貧困対策担当部長 

３ページのところのご質問についてなんで

すが、これは親がどういうふうに考えている

のかというのをまず知りたいということで、

この４問、用意させていただいているんです

けれども、よくある話が、親は高校を出たら

すぐ働けばいいよ、子どもが向学心を持って

いたとしても、そんなことをしなくていいと

いうような、そういった家庭もあるという話

も聞いていますので、親がどう思っているん

だ、子どもの将来に対してどう思っているの

かを知りたいということで、この４問を用意

いたしました。 
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齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 この実態調査は、本当に実態の調査になる

といいなというふうに思います。答えてほし

い人たちがなかなかアンケート調査に答え

てくれないというような実態があるので、そ

ういったところが拾えるといい調査になる

んじゃないかというふうに思いました。 

 それでは、特にないようですので、この辺

りで質疑応答を終了させていただいてもよ

ろしいでしょうか。 

 大丈夫でしょうか。 

 では、本日の案件について全て終了しまし

たが、予定終了時刻までまだ時間があります

ので、せっかくの機会ですので、案件を離れ

たテーマで意見交換をさせていただきたい

というふうに思っております。 

 ご提案したいテーマは、事務局ともご相談

したんですけれども、前回、コロナ禍での子

育て支援における問題というところで複数

のご意見があったというふうにお聞きして

おりますので、その辺りの問題について自由

に意見交換ができればいいかなというふう

に考えております。 

 今、テーマの資料として、事務局より、最

近の足立区の新型コロナウイルス感染症に

対する現状を資料にさせていただいている

ものをお配りしていると思いますので、そち

らの説明を菊地子ども政策課長よりお願い

したいと思います。 

 

菊地子ども政策課長 

 それでは、今お配りしている資料の説明を

簡単にさせていただきたいと思います。 

 まず、１つ目のところです。 

 現在の新型コロナウイルス感染症の状況

ということで、区のホームページから１２月

１０日時点の週単位の感染者数を掲載して

おります。 

 ご覧いただくとお分かりのとおり、感染者

数は増加傾向にあるということでございま

す。また、クラスターとして公表している事

例も複数発生しております。囲みで日付と対

象施設を書いてございます。ご覧いただくと

区立の認可保育園においても発生している

という現状もございます。 

 ２つ目のところです。コロナ禍での子育て

に関する区の主な取組についてでございま

す。 

 参考として載せさせていただいておりま

すが、いわゆるコロナ禍において外出自粛な

ど生活に影響が生じていることに対して、給

付金以外で区がとっている新たな取組の事

例ですとか、また、新型コロナウイルスを受

けて取り組んだものではないのですけれど

も、現在の状況に役立つような取組事例を幾

つか載せさせていただいております。 

 １ページ目には子ども政策課の取組とい

うことで、例えば生活リズムが乱れないよう

な生活習慣ですとか、動画などもホームペー

ジに掲載した事例を載せさせていただいて

おります。 

 おめくりいただいて２ページ目、３ページ

目のところですけれども、例えば４番目の発

達相談の支援事業のところですが、やはりこ

ういう来所面接ができない期間ですので、対

面ではなく、電話相談に切り替えた事例です。 

 あとは動画の配信などは様々なところで

やっているというところと、７番目の「サロ

ン豆の木」というところですが、下のほうで

すが、「ひとり親家庭豆の木体験チケット」、

生物園の入園券ということですが、そういっ

たものを提供しているという事例でござい

ます。 

 ３ページのほうですけれども、同じく物品

の配布ということでは９番目、妊婦さんへの
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マスクの配布などを行っているところでご

ざいます。 

 あとは電話相談の拡大ですとか、動画の配

信をそれぞれ行っている事例がございます。 

 このような取組を行っているということ

を参考にしていただいて、子育てにおいて思

っている問題とかお気づきの点、様々なお立

場の委員さんがいらっしゃいますので、それ

ぞれの視点から意見交換を行っていただけ

ればと思っております。 

 私からは以上でございます。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、コロナ禍での子育てに関して、

家庭や通園等にお気づきになられたこと、ご

意見、ご感想がある方、ぜひご発言をお願い

したいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 高祖委員、お願いします。 

 

高祖委員 

 現状としては、子育てサロンとかはもう開

いていますよね。あとファミリー学級という

のは両親学級的なものだと思うんですけれ

ども、これも再開……。コロナ禍はこうしま

したというのが分かったんですけれども、現

状、工夫しながら、感染対策をしながらとい

うことだと思うんですが。以前のように、ほ

ぼ戻っているのか、あるいはまだ戻っていな

いのがこれとこれとかというのが分からな

いので、教えてもらっていいですか。 

 

菊地子ども政策課長 

 様々感染対策を取りつつ通常に戻ってい

るという理解です。 

 

 

山杉保健予防課長 

 保健予防課長です。 

 ファミリー学級につきましては、業者に委

託している日曜のファミリー学級は中止し

ないで、そのままやっています。 

 各保健センターでやっている平日、土曜日

は中止だったんですけれども、先月から土曜

日は再開しました。徐々に再開しているとこ

ろという状況でございます。 

 

高祖委員 

 すみません、今ファミリー学級が平日はま

だ中止というのはなぜですか。 

 

山杉保健予防課長 

 というのは、今感染症対策で、各保健セン

ターの保健師を感染症業務に充てているん

ですね。そうすると本来の保健所がやってい

る業務を制限されちゃいますので、今各保健

センターでやっている業務が、母子保健の関

係の乳幼児健診、また相談、あと自立の方の

相談というのがある程度業務を絞ってやっ

ていまして、その関係で平日のファミリー学

級は今のところ人がそちらに取られている

のでやってない、そういう状況でございます。 

 

高祖委員 

 状況は分かったんですけれども、私は別な

自治体のところのファミリー学級というか、

産前の講座のところでお手伝いさせていた

だいたりしているんですが。ちょっと参加者

を絞ってはいるんですけれども、ほぼ来るん

ですね。参加したいということで、やはりそ

れだけ不安が高いというか、妊娠中だから余

計ですよね、これからご出産も大変だという

ところで、平日でもパートナー、パパの参加

率がコロナ禍においても結構いっぱい来て

いたりするんですね。 
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 なので、もちろん人が足りないというか、

体制が難しいというのも十分分かりますけ

れども、なるべく、本当に妊娠、出産って、

コロナではなくても、すごく生活が大きく変

わるという部分で、情報提供というところで、

もちろんここを見てくださいという、いろい

ろ皆さんネット上で探したりはしていると

思うんですけれども。とても大きなよりどこ

ろ的なところはあると思うので、できるだけ

工夫して開催をしていただけるといいかな

というふうに思いました。要望ですけれども。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 三浦委員。 

 

三浦委員 

 特別部会員の三浦です。 

 子育てサロンの回答をしていいですか。子

育てサロンはまだ通常には戻っていません。

コロナのときは１回閉鎖で、職員が、スタッ

フがいて、電話対応や来られた方に対しては

現場でお話をしたりとかという対応だった

んですけれども、７月くらいからは人数制限

で予約制で開催しています。多分予約で、通

常でという形ではほとんど来ているかなと

いう状況が続いています。 

 あと産前産後のお話が出たんですけれど

も、やはり私たちずっと１０年以上、２４時

間、３６５日の相談を聞いてきているんです

けれども、コロナ禍の後にいろいろな相談が

確かに増えている中で、産後のお母さんたち

の悲鳴が、ものすごく感じていて、出産する

ときに病院の前でさよならをして、そこから、

みんな今のお母さんたちって立会出産を希

望しているのに、一人で出産をして、その後

面会がなくて、初めてお迎えに来たパパに見

せて、そのときのパパって、割と、何だよと

いうような顔をされることが結構あるとい

う話も聞いて、パパはパパで、迎えに行った

その日に、頑張ろうという気持で気負ってい

るからそうなるみたいなんですけれども、そ

ういう状況の中で、２人で子育てをして、お

ばあちゃん、おじいちゃんに会わせることも

できず、普通ならばお友達とかがおめでとう

と見に来たりとかするんだけれども、そうい

うこともなくて、そういう中で子育てを始め

て、何か月も閉鎖的な中にいて、どこかに行

こうかなと思って、ちらっと子育てサロンと

か、そういうところにも行ったりするんだけ

れども、そこに対しての罪悪感を感じるとい

うか、ほかの人にそんなところに行っている

のというような目で見られるとか、そういう

ことを聞いていて。私たちの拠点もずっと予

約制にしていて、今予約を切ったんですけれ

ども、それでもやはり通常には戻ってなくて、

パパからやはり行かないでと言われていて、

行けないですという方がいたりとか、産後ケ

アもパパが行かないでと言って、ママは行き

たいんですというお話を聞いたりとかして

いる状況があります。 

 なので、何だろうな、本当に悲鳴、シング

ルのママたちもいまだに派遣切りになって

仕事がなくて、フードバンクも今まで４０世

帯だったのが８０世帯、月２、３件くらいの

相談だったものが、今、一月に７０件くらい

の相談がくるようになったりとかしている

状況がずっと続いています。みんなが頑張っ

ている中で、最近すごくもうぎりぎりになっ

ているなということを感じて、どうしていい

か、まだこういうことが大変でしたという相

談が続いている中で、今はもう限界ですとい

う声がすごく聞こえているので、そういう人

たちが行ける場所であったりとか聞ける場

所であったりとかということがたくさんで

きるともう少し変わってくるかなと思って
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います。状況です。 

 

齊藤部会長 

 具体的なお話、ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 中嶋委員。 

 

中嶋委員 

 １２番のこんにちは赤ちゃん訪問事業は、

今みたいな、こんにちは赤ちゃんという名前

になっているけれども、実はなりたてのママ

に対して寄り添って、どんなことが大変なの

か、ママたちの話をいっぱい聞いてあげる、

そう役割もあったと思うんですが、緊急事態

宣言下においてなので、今は実施されている

というところの理解でいいのか、一番必要な

１２番の事業がどうなっているのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

 

山杉保健予防課長 

 この事業につきましては、緊急事態宣言の

ときについては中止ということで、再開はさ

せていただいたんですけれども、実はやはり

そういう方が逆に来てもらっては困るとい

う方が多いんですね。我々としては３か月未

満のお子さんなので、様々な悩み事とかを抱

えているとは思っているんですけれども、う

ちのほうで保健師とか助産師を行きましょ

うかと言っても、本人は今のところ、今はい

いです、そういう方が多いので、そのままそ

れで終わるわけにはいかないので、区として

は電話で様々な相談をするということで、間

口を少し広げまして、落ち着けば来てもらい

たいという要望はたくさんございますので、

それにはしっかり応えていきたいなと思っ

ているところでございます。 

 

 

中嶋委員 

 コロナの感染が怖くて、赤ちゃんがいるの

で、知らない人が来るのが嫌だよという思い

はあるかと思うんですね、どのご家庭にも。

ただ、こんにちは赤ちゃんを訪問する訪問員

はこんなふうに健康観察をしていて、その訪

問員のご家族も健康観察をしていて、体調不

良のない人が行きますよと、つまりコロナに

対する不安を少しでも取ってあげるＰＲを

していけば、もっとお願いしますという声が

多くなるんじゃないかと思うんですけれど

も、その辺りのＰＲはいかがですか。 

 

山杉保健予防課長 

 区としましても、委員が言われるように確

かにご不安はありますけれども、直接対面し

ていろいろなことをお聞きしたいというこ

とはお話をして、行く方についても当然そう

いう感染のない方ですよというお話はさせ

てはいただいているんですけれども、なかな

かそうは言ってもということで、今は、こう

いう時期は来ていただかなくても結構です。

そういうご回答になってしまうので、うちと

しても、やり取りしても、あまり強制的に、

いいと言うのに行くこともできないので、区

としても苦慮してはいます。 

 

齊藤部会長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。片野委員、お願いします。 

 

片野委員 

 この内容とは違ってもよろしいですか。 

 今小学校に入っていまして、ものすごい状

態になっているんです。私が行っているとこ

ろが、子どもたちがまず落ち着かない、あと

家庭の基盤が微弱な子たちが不登校になっ

たり、登校渋りになったりという状況なんで
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すね。ですので、しっかりエビデンスという

か、取ったほうがいいと私はすごく思って、

こういう状況に備えて、またいつあるか分か

りませんので、学校全体で、区のほう全体で

エビデンスを取ったらどうかというふうに

お願いしたいと思っております。 

 以上です。 

 

齊藤部会長 

 小田委員、お願いします。 

 

小田委員 

 特別部会員の小田です。 

 コロナ禍ではないですけれども、コロナで、

私も一保護者で、小学生の母親、ママ友が多

いので、よくこうしてくれたらねという結構

要望を聞くので、もしできたらということで、

今日お話をします。 

 まず最初に、コロナの感染者が小学校で出

たときに学校名が当初は出ていたと思うん

ですけれども、それがいつからか出なくなっ

て、それは多分陽性者はだれかとか、そうい

う誹謗中傷とか、そういうことがあって、い

つからか小学校名が出なくなったと私は認

識しているんですけれども、やはりほかの保

護者の方たちもそういうふうに思っている

とは思うんですけれども、また出たというと

きに、そこの学校の保護者には要はメールが

くるのですけれども、結局、部外、私は北千

住に住んでいます。北千住は割と学校が多く

て、近くに学区が分かれて、第四とか第五と

か、学校があるのですけれども、そうすると

ではどこだという、全く分からないと、逆に

地元の周りだけで誰が陽性者なのかという

ことが始まってしまっていて、当事者、学校

の保護者の方がほかの学校のママさんに、う

ちの学校だよと、学校からメールがきたから

うちの学校なんだよと、結局は話が全部回っ

てしまっている状況で、そういうことを考え

ると、妙に分からないと陽性者が誰かを知り

たくなるという人間の心理的な部分もあっ

て、それだったら、当初どおりに、例えば小

学校名ではなくても、例えば地区、千住地区

なら千住地区とか、何地区ということだけで

も公表するということにすると、自分の地区

内だということが分かれば、やはり余計に…

…、今緩んでいる保護者とかも中には慣れて

しまっているので、自分の近くだと、もう１

回気を引き締めて、子どもに話をして、きち

んとマスクをさせるとか、結構子どもは鼻が

出ているので、そういうふうなことを保護者

の方々は自分の近くでそういうのが起こる

と、どうにか自分の子どもを守りたいと思う

方が多いと思うので、できれば小学校名とか、

あるいは地区とかを教えていただけたらな

というふうに思います。 

 あとはよく口にしていたのは、とある小学

校で感染者が出たというときに、でも、結局

その学校は休校にしていないことがほとん

どで、そこが、私も区役所のホームページを

読むんですけれども、どうして休校にならな

いかという理由というのが読んでも私の中

で理解ができなくて、私が理解に乏しいのだ

と思うんですけれども、結構そういう保護者

の方が多くて、分からないけれども、でも休

校にはならないんだというふうに言ってい

る保護者がすごく多いので、できればもう少

し分かりやすい補足説明をネットのほうに

上げていただけると、多分皆さん納得、理解

できると思います。 

 あと病院のクラスターについては、割と病

院名がきちんと上がっていると思うんです

けれども、前の緊急事態宣言が出たときは、

私も正直、毎日区役所のホームページを見て

いたのが、ちょっと慣れではないですけれど

も、しばらく１週間に１回とか、徐々に減っ
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てきたという感じで、最近またよく見るよう

にはなったんですけれども、そうすると結構

病院でクラスターが出ていて、お友達がかか

りつけで博慈会を使っていたんですけれど

も、そちらで出ていてというのをラインで報

告したら、もうそのママさんはしばらく行っ

てないと言っていました。 

 ちょっと気の緩みで、皆さんそういうふう

に前より見ていないところが多かったり、そ

ういう足立区役所のホームページにせっか

くこういう情報としてたくさん載せていた

だいているので、それを定期的にうまく見過

ごすことなく見れるような、何かそういうき

っかけとかうまい感じでできたらなという

のを思うんですけれども。 

 それが今結構私の周りの保護者の方々の

意見です。よろしくお願いします。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 事務局のほうで、何か答えられることがあ

りますか。 

 

菊地子ども政策課長 

 まず、学校名については、当初から現在に

至るまで公表しておりません。個人の特定に

つながるところがありますので、情報管理に

ついては区としてしっかり対応しておりま

す。 

 ただ、委員がおっしゃるように該当校の方

が自ら情報を流されてしまっては、区が情報

を抑えても効かない部分があります。そのた

め、該当校の保護者宛てのメールには、個人

情報の管理についてしっかり行っていただ

きたい、個人が特定されることのないように

ご注意いただきたいということを記載させ

ていただいているところであります。 

 また、地区の特定については、例えば宮城、

新田といった小さいエリアの場合、個人の特

定まで至ってしまう可能性も否定できませ

んので、これまでどおり公表する考えはござ

いません。感染者が発生した際の、休校にな

る、ならない理由については、陽性となった

方を中心として、学校の中での活動や接触の

有無などについて保健所や教育委員会が現

場の確認をさせていただいて、個別に判断し

ていますので、一律の説明というものは難し

いと感じております。 

 最後に、感染者数が増えてきたので、最近

またホームページをご覧いただいていると

いうことでありがたいのですが、発生が落ち

着いたときに慣れていたということが確か

にあるのかなと思います。また情報の発信が

なかなか難しく、ホームページの更新と合わ

せ、ツイッターですとか、フェイスブック、

ＬＩＮＥなども始めたところです。そういっ

た様々なツールを活用して積極的に情報提

供していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

松野子ども家庭部長 

 補足でよろしいでしょうか。 

 区のホームページのほうに発生状況を掲

載していますけれども、特に施設の名前が出

るのはクラスターで５人以上の方が、陽性が

一つの施設で一気に出たときは名前が出ま

す。だから病院だから出しているとか、学校

だから出さないということではなくて、クラ

スターなので、そこで集中して起こっている。

だから周囲の方も気をつけていただきたい

という、特にそこまでお知らせしないといけ

ないという意味で、クラスターの場合は具体

的な名前が出てきます。 

 それ以外の場合はお名前は出してないと

いう、そういうルールでやっております。 

 



18 

 

上遠野こども支援センターげんき所長 

 委員長、ちょっとよろしいですか。 

 先ほど片野委員のほうから、今回のコロナ

禍でエビデンスに基づいてというようなお

話があったんですけれども、私どもこども支

援センターげんきのほうの取組で一つご報

告なんですが、今回の休校明けの子どもたち

に対して、７月下旬でしたけれども、小学校

１年生から中学校３年生まで全員に、「食欲

があるか」とか、「眠れないか」とか、あと

「気持ちが落ち着かない」とか、「やる気が

出ない」とか、そのような５項目の簡単なア

ンケートでしたけれども、やらせていただき

ました。 

 その中でエビデンスと言えるほどのもの

かどうかというのはあるんですけれども、例

えば低学年のお子さんですと１割くらいが

ちょっと食欲がないとか、そのような傾向が

あったりとか、逆に中学生くらいになると、

やる気が出ないとか、その辺りがちょっと傾

向が出ているかなというようなアンケート

はとらせていただきました。 

 今回初めてのことでしたので、今後この辺

りをどうやっていくかということはあるか

なと思うのですが、一つの取組としてそんな

ことをやらせていただいたというご報告で

ございます。 

 特に委員会に報告とかさせていただいて

ないのですけれども、そんな取組はやらせて

いただいたということで、今後来年度以降、

また状況を見て、そういう取組が必要かどう

かというところで、ぜひ検討していきたいな

と思っております。 

 以上でございます。 

 

齊藤部会長 

 中嶋委員、どうぞ。 

 

中嶋委員 

 ここに載っている案件ではなくて、質問で

大丈夫ですか。 

 

 

齊藤部会長 

 大丈夫です。 

 

中嶋委員 

 ニュースで見たんですけれども、法人の不

正経理のことで、民間の私立保育園が区の直

営になったというお話があって、今後そうい

った民間の私立保育園ないし幼稚園か分か

らない、そういう施設が出た場合、直営方向

にいくのか、直営は一過的なものなのか、そ

の辺りが１点知りたいのと、もう１点、今年

度の４月は、先ほど保育ママさんの定数がす

ごく空いていた、入所率が低かったのですが、

小規模保育事業所も入所率が低くて、平均で

４割空いていたという状況があります。 

 対策として、子どもの数だけしか補助金が

こないので、子どもがすごく少なくて、職員

を定数のままキープするのは運営上難しい

ので、定数を減らす相談を個別的に受けてい

きますよというふうに区のほうがおっしゃ

られたんですけれども、現実的に定数を減ら

した保育園、小規模はどの程度あるのか教え

てほしい。その２点が質問です。 

 

松野子ども家庭部長 

 では、１つ目のご質問です。ニュースでご

覧になっている方もいらっしゃるかもしれ

ませんけれども、新田３丁目のなかよしとい

う保育園で事業者さんが運営が立ちいかな

くなったということで、１２月１日から区の

直営にしたというのがございました。これは

私立の保育園ではなくて、区立の保育施設で

ございまして、中身の運営を指定管理という
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制度で民間の法人さんにしていいただいて

いたというスキームでございます。ですので、

区立園であったということもありまして、即

直営にしたということでございます。私立の

保育園を、民間のものを区立にするというこ

とはありません。また、この施設につきまし

ては待機児対策で期限を決めて１０年間と

いうスキームで、あと残り２年ほどございま

す。短期で集中的に待機児対策で設置した施

設でございますので、特異なケースととって

いただいてよろしいかと思います。 

 以上です。 

 

安部子ども施設入園課長 

 ２つ目の定員のお話ですが、小規模保育室

につきましては、委員がおっしゃるとおり、

今年度中、定員の減についての相談を個別に

受けさせていただいておりまして、実際に定

員の減につながった園は４件ございます。 

 以上です。 

 

齊藤部会長 

 そろそろ時間が過ぎていますけれども、よ

ろしいでしょうか。 

 

小谷委員 

 せっかく民間保育園連合会と私立幼稚園

協会の代表の方が来られているので、ぜひコ

ロナ禍の状況を教えていただきたいなと思

うんですが。 

 

齊藤部会長 

 簡単に。 

 

小谷委員 

 簡単で、大学としては実習とかでもお世話

になっていますし、多分子どもたちが保育園

だとゼロ歳児から預かっていたりとか、幼稚

園とかも休校とかどのような状況だったの

か、簡単に説明していただきたいと思います。 

 

古庄委員 

 私立幼稚園協会の古庄と申します。 

 緊急事態宣言のときのことは皆様も御存

じだと思いますが、幼稚園は休園要請が出て

おりましたので、４月、５月と休園をさせて

いただきました。 

 ６月から幼稚園を再開しましたが、学校と

同様に分散登園をしていただくことが多か

ったように思います。多くの園では７月から

一斉の保育が始まったというのが本年度の

状況です。 

 休園をしておりましたので、夏休みも少し

短めにしながら、園の保育を行っていました。 

 子どもたちは最初はすごく戸惑いがあり

ました。分散ではすごい少ない人数で来てお

りましたので、急に７月になって子どもたち

が増えたというところで、年少のお子さんな

んかは最初なかなか対応し切れない。今まで

泣いてなかったのに泣いてしまうとか、そう

いうお子さんが多かったように思いますが、

今は子どもたちも幼稚園の生活に大分慣れ

てきて、楽しく通えるようになっている状況

です。 

 園においては、いろいろな物を消毒しなけ

ればいけない。子どもたちの活動についても

密になったりしないように配慮しなければ

いけないということで、保育者の負担は大変

大きいところです。また、全て今までやって

きた計画、年々こういう行事をやりますとか

いうと計画があるのですが、それも全部見直

さなければいけない。今まで１回で済んでい

たものが、少人数でやるために日にちを分け

なければいけないとか、そういったところが

すごく多くて、業務は多忙を極めているとい

う状況だと思います。 
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 なおかつこうやって今感染が広がってい

ますので、職員にも私ども自粛しなさい、自

粛しなさいといつも言っていますから、大分

ストレスはたまっているんじゃないか、そう

いう状況です。 

 子どもたちは今は大分幼稚園の生活に慣

れて楽しく通ってきている、そういう状況で

あります。 

 

川下委員 

 民間保育園連合会です。 

 今、古庄先生のお話のとおりです。特に保

育所の場合は０、１、２歳という小さなお子

たちがいるのですが、やはりそのくらいの年

齢の子はコロナと言っても、一体何だろう。

ただ、先生たちがふだんと違って毎日マスク

をしているということは感じ取っているの

だろうなというふうには思っています。 

 ただ、やはり職員も一番大変なのは、特に

保育所の場合、食事の介助をするのが非常に

大変ということで、うちの場合も１歳、２歳

は２回に分けてというか、それぞれの子ども

たちの状況に応じて、３歳までそうなんです

が、一遍に食事をすることはできませんので、

やはり時間もかかってしまうというような

ことがなかなか大変なんだなというふうに

思っています。 

 時間も長いものですから、例えば早番で使

ったおもちゃは日中は使わない。夕方使った

おもちゃはまた翌日までに消毒をするとい

うようなことで、遊具、おもちゃの消毒とい

うのはとても保育者に負担がかかっている

なというふうに思っています。ただ、子ども

たちはお友達と元気に遊んでいるので、唯一

それだけが救いというような形です。 

 

小谷委員 

 ありがとうございました。 

 

齊藤部会長 

 ありがとうございました。 

 具体的な子どもたちにまつわる実態のお

話を聞けるのは、この会でもとても大事なこ

とだと思っていますので、今後も時間の許す

限りそのような方針でさせていただければ

というふうに考えております。 

 それでは、本日の議事を終了させていただ

きます。 

 本日もご協力いただきまして、ありがとう

ございました。 

 では、事務局にお返しいたします。 

 

菊地子ども政策課長 

 齊藤部会長、ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から連絡事項が３

点ございます。 

 まず、次回の日程についてですが、令和３

年３月１１日水曜日、１４時から、第３回子

ども支援専門部会を開催させていただく予

定となっております。 

 会場は、本日と同じ、区役所８階特別会議

室となります。 

 次に、本日の会議録についてですが、こち

らは後日、委員の皆様方にご送付させていた

だきます。内容等をご確認いただきまして、

誤りなどございましたら事務局までご連絡

をお願いいたします。 

 最後、３点目、本日お車でお越しの方は駐

車券をご用意しておりますので、出口で事務

局職員にお声がけください。 

 それでは、本日の子ども支援専門部会を終

了いたします。 

 長時間、どうもありがとうございました。 

 


